
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
十

五
号

令
四
・

四
・

一

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド

大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番
二
十
二
号

〃

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

〃

告

示

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

自
動
車
税
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

令
和
四
年
度
大
分
県
新
規
学
卒
者
実
態
統
計
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
の
登
録
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
都
市
計
画
大
分
港
臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公
安
委
員
会
告
示

乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
関
す

る
合
意
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

令
和
四
年
度
大
分
県
調
理
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八

令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
六
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
四
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

吉

富

健
太
郎

住
所

大
分
市
明
野
南
一
丁
目
三
十
四
番
三
十
四
号

四

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

概
算
払
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
六
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

目

次

令

和

四

年

（ 金 曜 日 ）

第
二
九
六
号

四

月

一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
四
月
一
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号
Ｎ
Ｂ

Ｆ
品
川
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
メ
ル
ペ
イ

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
十
番
一
号
六
本

木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
エ
ム
・
ピ
ー
・
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
十
番
四
号
オ
ー

ク
ラ
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
タ
ワ
ー
八
階

〃

Ｇ
Ｍ
Ｏ
ペ
イ
メ
ン
ト
ゲ
ー
ト
ウ
ェ

イ
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
番
三
号

〃

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ

ー
ト
シ
テ
ィ
竹
芝
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

所

在

地

委
託
の
内
容

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番

七
号

収
納
事
務
の
と
り
ま
と

め

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店

舗
に
お
け
る
収
納
事
務

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四

百
二
十
一
番
地

〃

株
式
会
社
セ
ブ
ン｜

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

〃

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

〃

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号

〃

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地

六
百
六
十
五
番
地
の
一

〃

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

〃

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

〃

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

電
子
機
器
に
よ
る
決
済

サ
ー
ビ
ス
収
納
事
務

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

〃

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
手
数
料
、
使
用
料
及
び
諸
収
入

三

指
定
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
百
六
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
自
動
車
税
種
別
割
（
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
徴
収
金
の

収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
百
六
十
四
号

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
新
規
学
卒
者

実
態
統
計
（
県
基
幹
統
計
第
八
号
）
を
作
成
す
る
た
め
、
令
和
四
年
度
大
分
県
新
規
学
卒
者
実
態
統
計
調
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

県
内
の
新
規
学
卒
者
の
進
学
、
就
職
等
の
進
路
状
況
を
県
内
及
び
県
外
別
に
調
査
し
、
卒
業
者
の
流
動

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
の
範
囲

県
内
に
あ
る
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校
及
び
高
等
学
校
の

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
四
月
一
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

矢
野
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
Ｅ
Ｍ
Ｈ
豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
一
〇
九
二
番

地
二
五

令

四
・

一
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
偕
楽
園

社
会
福
祉
法
人
亀

鶴
会

別
府
市
大
字
南
立
石
二
一
七
〇
番
地
の

二
二

令

四
・

一
・

一

大
分
県
勤
労
者
医

療
生
活
協
同
組
合

佐
伯
診
療
所

大
分
県
勤
労
者
医

療
生
活
協
同
組
合
佐
伯
市
中
の
島
一
丁
目
一
四
番
二
一
号
令

四
・

二
・
一
七

宇
佐
中
央
内
科
病

院

医
療
法
人
徳
和
会
宇
佐
市
大
字
江
須
賀
四
〇
四
六
番
地
一
令

四
・

三
・

一

あ
そ
う
調
剤
薬
局

高
砂
店

有
限
会
社
パ
ル
マ

コ
ン

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
三
五
の
一
令

四
・

二
・

一

有
限
会
社
臼
杵
薬

局
豊
田
町
支
店

有
限
会
社
臼
杵
薬

局

中
津
市
豊
田
町
一
丁
目
七
三
八

令

四
・

三
・

一

㈲
き
た
ご
調
剤
薬

局
中
央
店

有
限
会
社
き
た
ご

調
剤
薬
局

日
田
市
中
央
二
丁
目
六
番
四
〇
号

令

四
・

三
・

一

㈲
さ
と
う
薬
局

有
限
会
社
さ
と
う

薬
局

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
四
〇
四
〇
番
地
の

七

令

四
・

三
・

一

く
ろ
ー
ば
ー
薬
局
株
式
会
社
大
一
薬

品

別
府
市
北
浜
二｜

五｜

八

令

四
・

三
・

一

永
冨
調
剤
薬
局
市

浜
店

株
式
会
社
永
冨
調

剤
薬
局

臼
杵
市
大
字
市
浜
六
七
〇
番
一

令

四
・

三
・

一

有
限
会
社
熊
仁
寿

堂
薬
局

有
限
会
社
熊
仁
寿

堂
薬
局

宇
佐
市
大
字
尾
永
井
二
九
三

令

四
・

三
・

一

た
て
い
し
薬
局
本

店

有
限
会
社
た
て
い

し
薬
局

別
府
市
鶴
見
町
六｜

一

令

四
・

三
・

一

た
か
だ
調
剤
薬
局

香
々
地
店

株
式
会
社
た
か
だ

調
剤
薬
局

豊
後
高
田
市
見
目
三
九
三
〇
番
地
一

令

四
・

三
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
長
門

社
会
医
療
法
人
長

門
莫
記
念
会

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
六
番
三
号

令

三
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

令
和
三
年
度
間
の
卒
業
者

三

調
査
事
項

１

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校

進
学
者
数
並
び
に
就
職
先
の
地
域
別
及
び
産
業
別
の
就
職
者
数

２

高
等
学
校

進
学
先
別
の
進
学
者
数
及
び
就
職
先
の
地
域
別
の
就
職
者
数

四

調
査
の
期
日

令
和
四
年
五
月
一
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五

調
査
の
方
法

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
て
行
う
。

六

そ
の
他

こ
の
調
査
は
、
大
分
県
統
計
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
で
あ
る
。

大
分
県
告
示
第
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
四
月
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

矢
野
歯
科
ク
リ
ッ

ク

矢
野

英
次

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
五
三
七｜

一

令

四
・

一
・

一

フ
ァ
ン
薬
局
別
府

医
療
セ
ン
タ
ー
前

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

別
府
市
内
竈
一
六｜

二

令

四
・

二
・
一
〇

中
島
眼
科

中
島

初
子

宇
佐
市
大
字
東
高
家
一
二
〇
九｜

六

令

四
・

三
・
二
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日
種

類

名

称

発
行
所
名
等

指
定
理
由

令
四
・

三
・

八
雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

月
刊
二
・
三
月
合
併

号

㈱
大
洋
図
書

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
著
し
く
青

少
年
に
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐
性
を

植
え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年
の

犯
罪
若
し
く
は
自

殺
を
誘
発
し
、
そ

の
健
全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

三
月
号

㈱
鉄
人
社

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

住

所

大
分
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目
四
番
一
五
号

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

住

所

大
分
県
森
林
組
合
連
合
会

西
高
森
林
組
合

国
東
森
林
組
合

別
杵
速
見
森
林
組
合

お
お
い
た
森
林
組
合

臼
津
関
森
林
組
合

佐
伯
広
域
森
林
組
合

大
野
郡
森
林
組
合

竹
田
市
森
林
組
合

玖
珠
郡
森
林
組
合

日
田
市
森
林
組
合

日
田
郡
森
林
組
合

山
国
川
流
域
森
林
組
合

宇
佐
地
区
森
林
組
合

大
分
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

日
田
木
材
協
同
組
合

大
分
県
造
林
素
材
生
産
事
業
協
同
組
合

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
五
一
号

豊
後
高
田
市
大
字
鼎
三
二
二
番
地

国
東
市
国
東
町
小
原
四
四
二
三
番
地
の
一

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
二
七
八
八
番
地
の
六

由
布
市
庄
内
町
大
龍
一
七
一
一
番
地
の
一

臼
杵
市
板
知
屋
字
大
寺
浦
一
二
五
七
番
地
の
一

佐
伯
市
宇
目
大
字
南
田
原
二
八
三
番
地
の
二

豊
後
大
野
市
三
重
町
菅
生
一
二
三
番
地

竹
田
市
大
字
飛
田
川
二
二
四
六
番
地
の
七

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
一
一
九
九
番
地
の
一

日
田
市
大
字
庄
手
八
五
〇
番
地
の
五

日
田
市
天
瀬
町
五
馬
市
三
〇
〇
番
地

中
津
市
山
国
町
宇
曽
六
九
六
番
地
一

宇
佐
市
安
心
院
町
田
ノ
口
二
五
〇
番
地

大
分
市
王
子
港
町
一
番
一
七
号

日
田
市
大
字
東
有
田
字
新
山
二
七
七
六
番
地
の
六

大
分
市
弁
天
一
丁
目
一
番
二
三
号

大
分
県
告
示
第
百
六
十
七
号

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
六
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

二

委
託
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
百
六
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

二

委
託
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
四
月
一
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

住

所

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

西
溝
井
地
区

令
四
・

四
・

一
か
ら

令
四
・

四
・
二
一
ま
で

杵
築
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
七
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

二

委
託
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
杵
築
市
長

永
松
悟
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
七
十
二
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

登
録
番
号

豊
第
七
号

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
堀
木
材

竹
田
市
荻
町
馬
場
四
百
八
十
七
番
地
七

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取

２

苗
木

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
堀
木
材

竹
田
市
荻
町
馬
場
四
百
八
十
七
番
地
七

大
分
県
告
示
第
百
七
十
三
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

登
録
番
号

西
部
第
九
十
一
号

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

穴

井

俊
一
朗

日
田
市
天
瀬
町
桜
竹
八
百
七
十
七
番
地

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取
、
精
選

２

苗
木

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
本
樹
苗
園

日
田
市
天
瀬
町

大
分
県
告
示
第
百
七
十
四
号

大
分
都
市
計
画
大
分
港
臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
告
示
第
二

百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）



合
意
日

令
和
４
年
３
月
１４日

所
在
地

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
判
田
台
北
四
丁
目

大
分
市
判
田
台
北
四
丁
目

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
大
字
中
判
田

大
分
市
大
字
中
戸
次

大
分
市
大
字
中
戸
次

大
分
市
大
字
中
戸
次

大
分
市
大
字
中
戸
次

大
分
市
大
字
鴛
野

大
分
市
大
字
鴛
野

大
分
市
寒
田
南
町
二
丁
目

大
分
市
大
字
寒
田

大
分
市
大
字
野
津
原

大
分
市
坂
ノ
市
中
央
三
丁
目

大
分
市
坂
ノ
市
中
央
一
丁
目

大
分
市
竹
下
一
丁
目

大
分
市
大
在
浜
一
丁
目

停
留
所
の
名
称

判
田
局
前
（
上
り
）

判
田
局
前
（
下
り
）

判
田
中
学
校
前
（
上
り
）

判
田
中
学
校
前
（
下
り
）

新
良
橋
（
上
り
）

新
良
橋
（
下
り
）

判
田
橋
（
上
り
）

判
田
橋
（
下
り
）

戸
次
（
上
り
）

戸
次
（
下
り
）

中
津
留
（
上
り
）

中
津
留
（
下
り
）

川
久
保
（
上
り
）

川
久
保
（
下
り
）

寒
田
南
町
二
丁
目
（
上
り
）

寒
田
南
町
二
丁
目
（
下
り
）

福
城
寺
前

坂
の
市
（
上
り
）

坂
の
市
（
下
り
）

浜
入
口
（
上
り
）

浜
入
口
（
下
り
）

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一
の
項
の
㈠
中
「
二
九
〇
〇
の
一
〇
の
一
部
」
の
下
に
「
、
二
九
〇
〇
の
一
四
」
を
、
「
及
び
二
九
一

五
」
の
下
に
「
、
大
字
駄
原
字
豊
久
北
浦
二
八
九
六
の
四
の
一
部
、
二
八
九
六
の
五
か
ら
二
八
九
六
の
七
ま

で
、
二
八
九
七
の
二
、
二
九
〇
〇
の
四
の
一
部
、
二
九
〇
五
の
六
の
一
部
、
二
九
〇
五
の
七
の
一
部
、
二
九

〇
五
の
一
一
の
一
部
、
二
九
〇
五
の
一
二
の
一
部
、
二
九
〇
七
の
一
の
一
部
、
二
九
〇
七
の
三
及
び
二
九
〇

八
の
一
か
ら
二
九
〇
八
の
三
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈦

大
在
地
区

大
分
市
大
字
大
在
一
番
か
ら
七
番
ま
で
の
区
域

二
の
項
の
㈠
中
「
大
字
駄
の
原
字
豊
久
北
浦
二
八
九
九
、
二
九
〇
五
の
五
か
ら
二
九
〇
五
の
八
ま
で
、
」

を
「
大
字
駄
原
字
豊
久
北
浦
二
八
九
九
の
一
、
二
八
九
九
の
二
、
二
九
〇
三
、
二
九
〇
四
、
二
九
〇
五
の
八

及
び
」
に
改
め
る
。

三
の
項
の
㈠
中
「
、
二
九
〇
〇
の
一
の
一
部
」
を
削
り
、
「
二
九
〇
五
の
四
、
二
九
〇
六
の
一
の
一
部
、

二
九
〇
六
の
二
」
を
「
二
九
〇
五
の
四
の
一
部
、
二
九
〇
五
の
五
、
二
九
〇
五
の
一
二
の
一
部
、
二
九
〇
六

の
二
の
一
部
」
に
改
め
、
「
及
び
二
九
〇
九
」
の
下
に
「
並
び
に
大
字
勢
家
字
春
日
浦
八
四
三
の
一
五
六
」

を
加
え
る
。

四
の
項
の
㈠
中
「
二
八
九
六
の
四
の
一
部
、
二
八
九
六
の
五
、
二
八
九
六
の
六
、
二
八
九
七
の
二
、
二
九

〇
〇
の
一
の
一
部
、
二
九
〇
〇
の
四
の
一
部
」
を
「
二
九
〇
〇
の
一
、
二
九
〇
五
の
四
の
一
部
、
二
九
〇
五

の
六
の
一
部
、
二
九
〇
五
の
七
の
一
部
」
に
、
「
二
九
〇
六
の
一
の
一
部
」
を
「
二
九
〇
五
の
一
一
の
一

部
、
二
九
〇
五
の
一
二
の
一
部
、
二
九
〇
六
の
一
、
二
九
〇
六
の
二
の
一
部
」
に
改
め
、
「
、
二
九
〇
七
の

三
、
二
九
〇
八
の
一
か
ら
二
九
〇
八
の
三
ま
で
」
を
削
る
。

〇
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３４号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４４条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
市
内
の
乗
合

自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

令
和
４
年
４
月
１
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

１
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

別
表
の
と
お
り

２
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

大
分
市
が
定
め
た
ふ
れ
あ
い
交
通
運
行
事
業
実
施
要
綱
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
運
行
業
務
の
委
託
を
受

け
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
者
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
３
条
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗

合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

認
め
る
事
項

大
分
バ
ス
株
式
会
社
と
前
記
２
に
規
定
す
る
各
運
送
事
業
者
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表

六

大
分
県
報
（
告
示
・
公
安
委
告
示
）

令
和
四
年
四
月
一
日



大
分
市
久
原
南
一
丁
目

大
分
市
久
原
中
央
一
丁
目

大
分
市
南
鶴
崎
三
丁
目

大
分
市
中
鶴
崎
二
丁
目

大
分
市
大
字
森

大
分
市
大
字
森

大
分
市
東
鶴
崎
三
丁
目

大
分
市
大
字
関
園

大
分
市
大
字
永
興

大
分
市
大
字
永
興

大
分
市
田
中
町
一
丁
目

大
分
市
田
中
町
二
丁
目

大
分
市
角
子
原
一
丁
目

大
分
市
大
在
北
一
丁
目

大
分
市
大
字
城
原

大
分
市
大
字
城
原

大
分
市
大
字
馬
場

大
分
市
大
字
馬
場

大
分
市
大
字
本
神
崎

大
分
市
大
字
本
神
崎

大
分
市
大
字
志
生
木

大
分
市
大
字
宮
河
内

坂
の
市
小
学
校
前
（
上
り
）

坂
の
市
小
学
校
前
（
下
り
）

鶴
崎
（
上
り
）

鶴
崎
（
下
り
）

森
中
村
（
上
り
）

森
中
村
（
下
り
）

国
宗
堂
園
城
南
セ
ン
タ
ー
前
（
上
り
）

城
南
セ
ン
タ
ー
前
（
下
り
）

大
石
町
一
丁
目
（
上
り
）

大
石
町
一
丁
目
（
下
り
）

久
保
（
上
り
）

久
保
（
下
り
）

曙
台
入
口
（
上
り
）

曙
台
入
口
（
下
り
）

馬
場
（
上
り
）

馬
場
（
下
り
）

神
崎
中
学
校
前
（
東
側
）

神
崎
中
学
校
前
（
西
側
）

大
志
生
木

宮
河
内
団
地
入
口

２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０４１４２４３

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

合
意
日

令
和
４
年
３
月
１４日

所
在
地

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間

佐
伯
市
弥
生
大
字
大
坂
本

佐
伯
市
弥
生
大
字
大
坂
本

佐
伯
市
弥
生
大
字
大
坂
本

佐
伯
市
弥
生
大
字
大
坂
本

佐
伯
市
弥
生
大
字
大
坂
本

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉

停
留
所
の
名
称

中
の
谷
橋
（
上
り
）

中
の
谷
橋
（
下
り
）

川
中
（
上
り
）

川
中
（
下
り
）

年
の
神

黒
土
尺
間
登
山
口
（
上
り
）

尺
間
登
山
口
（
下
り
）

上
河
原
（
上
り
）

上
河
原
（
下
り
）

元
田
植
松
（
上
り
）

植
松
（
下
り
）

木
の
瀬
（
上
り
）

木
の
瀬
（
下
り
）

石
丸
（
上
り
）

石
丸
（
下
り
）

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
が
と
前
（
上
り
）

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
が
と
前
（
下
り
）

畑
木
（
上
り
）

畑
木
（
下
り
）

道
の
駅
や
よ
い
前
（
上
り
）

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３５号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４４条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
佐
伯
市
内
の
乗
合

自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

令
和
４
年
４
月
１
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

１
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

別
表
の
と
お
り

２
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

佐
伯
市
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
７８条

第
２
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客

運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

認
め
る
事
項

大
分
バ
ス
株
式
会
社
及
び
大
野
竹
田
バ
ス
株
式
会
社
と
佐
伯
市
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表

令
和
四
年
四
月
一
日

七

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）



佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田

佐
伯
市
弥
生
大
字
小
田

佐
伯
市
大
字
上
岡

佐
伯
市
大
字
上
岡

佐
伯
市
大
字
上
岡

佐
伯
市
大
字
鶴
望

佐
伯
市
大
字
鶴
望

佐
伯
市
大
字
鶴
望

佐
伯
市
大
字
鶴
望

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目

佐
伯
市
本
匠
大
字
上
津
川

佐
伯
市
本
匠
大
字
上
津
川

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
堂
ノ
間

佐
伯
市
本
匠
大
字
因
尾

佐
伯
市
本
匠
大
字
因
尾

佐
伯
市
本
匠
大
字
因
尾

佐
伯
市
本
匠
大
字
井
ノ
上

佐
伯
市
本
匠
大
字
井
ノ
上

佐
伯
市
本
匠
大
字
井
ノ
上

道
の
駅
や
よ
い
前
（
下
り
）

小
田
（
上
り
）

小
田
（
下
り
）

番
匠
（
上
り
）

番
匠
（
下
り
）

下
小
倉

樫
野
入
口

上
岡
（
上
り
）

上
岡
（
下
り
）

一
本
松
（
上
り
）

一
本
松
（
下
り
）

下
川
成
（
上
り
）

下
川
成
（
下
り
）

コ
ス
モ
タ
ウ
ン
（
上
り
）

コ
ス
モ
タ
ウ
ン
（
下
り
）

西
田
病
院

上
津
川

竹
ノ
下
（
本
匠
）

虫
月
鹿
渕
板
屋
松
葉

板
屋
（
本
匠
）

堂
ノ
間
グ
ラ
ウ
ン
ド
前

因
尾
出
張
所
前

日
平
セ
ン
タ
ー
前

羽
木
川

松
内
井
ノ
上
（
本
匠
）

井
ノ
上
公
民
館
前

楠
木

２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０４１４２４３４４４５４６４７４８４９５０５１５２

佐
伯
市
本
匠
大
字
小
半

佐
伯
市
本
匠
大
字
小
半

佐
伯
市
本
匠
大
字
小
半

佐
伯
市
本
匠
大
字
波
寄

佐
伯
市
本
匠
大
字
波
寄

佐
伯
市
本
匠
大
字
波
寄

佐
伯
市
本
匠
大
字
波
寄

佐
伯
市
本
匠
大
字
宇
津
々

佐
伯
市
本
匠
大
字
宇
津
々

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
本
匠
大
字
笠
掛

佐
伯
市
弥
生
大
字
山
梨
子

佐
伯
市
弥
生
大
字
山
梨
子

佐
伯
市
弥
生
大
字
山
梨
子

佐
伯
市
弥
生
大
字
山
梨
子

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
小
野
市

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

小
半
入
口

小
半
大
水
車
の
郷
入
口

小
川
入
口

高
山
（
本
匠
）

荒
瀬
本
匠
振
興
局
前

本
匠
地
区
公
民
館
前

松
ヶ
迫

長
野
（
本
匠
）

笠
掛
（
上
り
）

笠
掛
（
下
り
）

ス
ポ
ー
ツ
公
園
前
（
本
匠
）
（
上
り
）

ス
ポ
ー
ツ
公
園
前
（
本
匠
）
（
下
り
）

風
戸
入
口
（
上
り
）

風
戸
入
口
（
下
り
）

権
現
白
山
（
弥
生
）

谷
口
山
梨
子
入
口

山
田
内

中
津
留
入
口

楢
の
木

小
野
市
保
育
所
前

新
徳
寺

小
野
市

井
手
野
津
留

く
わ
津
留

家
畜
市
場

地
蔵
前
（
宇
目
）

５３５４５５５６５７５８５９６０６１６２６３６４６５６６６７６８６９７０７１７２７３７４７５７６７７７８７９８０８１８２

八

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

令
和
四
年
四
月
一
日



佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束

佐
伯
市
宇
目
大
字
塩
見
園

佐
伯
市
宇
目
大
字
塩
見
園

佐
伯
市
宇
目
大
字
塩
見
園

佐
伯
市
宇
目
大
字
大
平

佐
伯
市
宇
目
大
字
大
平

佐
伯
市
宇
目
大
字
大
平

佐
伯
市
宇
目
大
字
大
平

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
横
川

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

佐
伯
市
直
川
大
字
仁
田
原

緑
豊
中
学
校
前
（
上
り
）

緑
豊
中
学
校
前
（
下
り
）

緑
豊
小
学
校
入
口
（
上
り
）

緑
豊
小
学
校
入
口
（
下
り
）

上
千
束

千
束
（
宇
目
）

柿
木
花
木
塩
見
園

内
田
（
宇
目
）

仲
山
大
原
（
宇
目
）
（
上
り
）

大
原
（
宇
目
）
（
下
り
）

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
前

打
水
杭
の
内

椛
ヶ
原

下
城
岸
の
上

上
の
地

柚
の
原

大
石
庵
の
木

尾
ノ
上

又
江
大
津
留
（
直
川
）

月
形
（
直
川
）

羽
木
入
口

大
鶴
大
鶴
入
口

８３８４８５８６８７８８８９９０９１９２９３９４９５９６９７９８９９
１００
１０１
１０２
１０３
１０４
１０５
１０６
１０７
１０８
１０９
１１０
１１１
１１２

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
赤
木

佐
伯
市
直
川
大
字
赤
木

佐
伯
市
直
川
大
字
赤
木

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
上
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
江
良

佐
伯
市
弥
生
大
字
門
田

神
の
原
橋

直
川
中
学
校
前
（
上
り
）

直
川
中
学
校
前
（
下
り
）

直
川
振
興
局
入
口
（
上
り
）

直
川
振
興
局
入
口
（
下
り
）

直
川
駅
前
（
上
り
）

直
川
駅
前
（
下
り
）

向
船
場
（
上
り
）

向
船
場
（
下
り
）

宮
の
下
（
直
川
）

中
津
留
（
直
川
）

河
内
入
口
（
直
川
）

間
庭
（
上
り
）

間
庭
（
下
り
）

水
口
入
口

道
越
入
口
（
上
り
）

道
越
入
口
（
下
り
）

直
見
駅
前

下
の
口
（
上
り
）

下
の
口
（
下
り
）

提
内
（
上
り
）

提
内
（
下
り
）

江
良
（
上
り
）

江
良
（
下
り
）

上
祇
園

祇
園
久
土
入
口

上
門
田
（
上
り
）

上
門
田
（
下
り
）

門
田
（
弥
生
）
（
上
り
）

１１３
１１４
１１５
１１６
１１７
１１８
１１９
１２０
１２１
１２２
１２３
１２４
１２５
１２６
１２７
１２８
１２９
１３０
１３１
１３２
１３３
１３４
１３５
１３６
１３７
１３８
１３９
１４０
１４１
１４２

令
和
四
年
四
月
一
日

九

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）



佐
伯
市
弥
生
大
字
門
田

佐
伯
市
鶴
見
大
字
沖
松
浦

佐
伯
市
鶴
見
大
字
沖
松
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
宮
野
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
色
利
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
小
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
小
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
小
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
竹
野
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
竹
野
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

門
田
（
弥
生
）
（
下
り
）

鶴
見
地
区
公
民
館
前
（
上
り
）

鶴
見
地
区
公
民
館
前
（
下
り
）

宮
ノ
浦

水
産
基
地
前

色
宮
小
学
校
入
口

古
庵
色
利
宮
の
下

大
内
浦

米
水
津
中
学
校
前
（
上
り
）

米
水
津
中
学
校
前
（
下
り
）

田
鶴
音

小
浦
粟
嶋
神
社
前

樫
の
浦

竹
の
浦

潮
月
寺
下

久
保
浦
（
米
水
津
）

米
水
津
小
学
校
前

浦
代
東

浦
代
木
場
松
浦
越

大
野
（
木
立
）

原
（
木
立
）
（
上
り
）

原
（
木
立
）
（
下
り
）

岡
（
木
立
）

岡
の
下

築
良
田

１４３
１４４
１４５
１４６
１４７
１４８
１４９
１５０
１５１
１５２
１５３
１５４
１５５
１５６
１５７
１５８
１５９
１６０
１６１
１６２
１６３
１６４
１６５
１６６
１６７
１６８
１６９
１７０
１７１
１７２

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
大
字
木
立

佐
伯
市
上
灘
区

佐
伯
市
大
字
池
田

佐
伯
市
大
字
池
田

佐
伯
市
大
字
池
田

佐
伯
市
大
字
池
田

佐
伯
市
池
船
町

佐
伯
市
池
船
町

佐
伯
市
船
頭
町

佐
伯
市
向
島
二
丁
目

佐
伯
市
大
手
町
二
丁
目

佐
伯
市
向
島
二
丁
目

佐
伯
市
大
手
町
二
丁
目

佐
伯
市
城
下
東
町

佐
伯
市
中
村
西
町

佐
伯
市
中
村
北
町

佐
伯
市
常
盤
西
町

佐
伯
市
常
盤
西
町

佐
伯
市
蟹
田

佐
伯
市
駅
前
二
丁
目

佐
伯
市
駅
前
二
丁
目

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
竹
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
竹
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
竹
野
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦

土
井
須
留
木

津
志
河
内
橋

茶
屋
ヶ
鼻
（
蒲
江
・
米
水
津
線
）

蛇
崎
（
上
り
）

蛇
崎
（
下
り
）

蛇
崎
西
（
上
り
）

蛇
崎
西
（
下
り
）

池
船
（
上
り
）

池
船
（
下
り
）

船
頭
町
（
上
り
）

船
頭
町
（
下
り
）

広
小
路
（
上
り
）

広
小
路
（
下
り
）

大
手
前

内
町
入
口

中
央
通
り
一
丁
目

中
央
通
り
二
丁
目

中
央
通
り
三
丁
目

中
央
通
り
四
丁
目

税
務
署
前

平
野
入
口

佐
伯
駅

西
野
浦
東

西
集
会
場
前

越
ノ
浦

久
保
浦
（
蒲
江
）

東
中
浜
（
蒲
江
）

河
内
（
蒲
江
）

名
護
屋
漁
協
前

１７３
１７４
１７５
１７６
１７７
１７８
１７９
１８０
１８１
１８２
１８３
１８４
１８５
１８６
１８７
１８８
１８９
１９０
１９１
１９２
１９３
１９４
１９５
１９６
１９７
１９８
１９９
２００
２０１
２０２

一
〇

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

令
和
四
年
四
月
一
日



佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
猪
串
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
猪
串
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦

佐
伯
市
大
字
青
山

佐
伯
市
大
字
青
山

佐
伯
市
大
字
青
山

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

佐
伯
市
大
字
堅
田

田
尾
の
下

越
田
尾

森
崎
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ク
前

猪
串
福
戸
鼻

小
蒲
江

小
向
鷲
谷
住
宅
前

蒲
江
郵
便
局
前

蒲
江
共
栄
橋

中
村
入
口

長
津
留

川
井
市
福
所

棚
野
竹
角
府
坂
下
府
坂

石
打
波
越
入
口

西
野
入
口

波
越
泥
谷

２０３
２０４
２０５
２０６
２０７
２０８
２０９
２１０
２１１
２１２
２１３
２１４
２１５
２１６
２１７
２１８
２１９
２２０
２２１
２２２
２２３
２２４
２２５
２２６
２２７

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

合
意
日

令
和
４
年
３
月
１４日

所
在
地

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
湯
坪

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
引
治

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
引
治

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田

停
留
所
の
名
称

牧
の
戸
峠

牧
の
戸
温
泉
入
口

く
じ
ゅ
う
温
泉
や
ま
な
み
荘
前

星
生
温
泉

寒
の
地
獄

九
重
登
山
口
花
山
酔
前

く
じ
ゅ
う
登
山
口
（
湯
布
院
方
面
行
）

く
じ
ゅ
う
登
山
口
（
熊
本
方
面
行
）

引
治
駅
前

万
年
山
登
山
口

南
山
田
小
学
校

九
重
IC

１２３４５６７８９１０１１１２

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３６号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４４条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
玖
珠
郡
九
重
町
内

の
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

令
和
４
年
４
月
１
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

１
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

別
表
の
と
お
り

２
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

玖
珠
郡
九
重
町
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
７８条

第
２
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有

償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

認
め
る
事
項

亀
の
井
バ
ス
株
式
会
社
、
玖
珠
観
光
バ
ス
株
式
会
社
、
日
田
バ
ス
株
式
会
社
及
び
九
州
産
交
バ
ス
株
式

会
社
と
玖
珠
郡
九
重
町
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３７号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４４条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
玖
珠
郡
玖
珠
町
内

の
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

令
和
４
年
４
月
１
日

令
和
四
年
四
月
一
日

一
一

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）



合
意
日

令
和
４
年
３
月
１４日

所
在
地

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
浦

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
浦

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
田

停
留
所
の
名
称

杉
河
内
（
日
田
方
面
行
）

杉
河
内
（
玖
珠
方
面
行
）

矢
野
釣
（
日
田
方
面
行
）

矢
野
釣
（
玖
珠
方
面
行
）

滝
瀬
（
日
田
方
面
行
）

滝
瀬
（
玖
珠
方
面
行
）

平
川
（
日
田
方
面
行
）

平
川
（
玖
珠
方
面
行
）

北
山
田
小
前

北
山
田
小

北
山
田
中
前
（
日
田
方
面
行
）

北
山
田
中
前
（
玖
珠
方
面
行
）

北
山
田
駅
前
（
日
田
方
面
行
）

北
山
田
駅
前
（
玖
珠
方
面
行
）

谷
の
瀬
（
日
田
方
面
行
）

谷
の
瀬
（
玖
珠
方
面
行
）

中
山
田
（
日
田
方
面
行
）

中
山
田
（
玖
珠
方
面
行
）

く
す
温
泉
（
日
田
方
面
行
）

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
田

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
田

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
田

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足

く
す
温
泉
（
玖
珠
方
面
行
）

門
出
（
日
田
方
面
行
）

門
出
（
玖
珠
方
面
行
）

塚
脇
（
中
津
方
面
行
）

塚
脇
（
日
田
方
面
行
）

春
日
町
（
中
津
方
面
行
）

春
日
町
（
日
田
方
面
行
）

森
中
学
校
前

栄
町
森
中
央
小
学
校
前
（
玖
珠
方
面
行
）

森
中
央
小
学
校
前
（
中
津
方
面
行
）

森
横
町

八
重
垣
（
玖
珠
方
面
行
）

八
重
垣
（
中
津
方
面
行
）

下
長
野
（
九
重
方
面
行
）

下
長
野
（
日
田
方
面
行
）

玖
珠
町
役
場

十
文
字
（
中
津
方
面
行
）

２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７

〇
公

告

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
・
機
器
に
係
る
開
発
及
び
運
用
保
守
支
援
業
務

二

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

１

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

１
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

別
表
の
と
お
り

２
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

玖
珠
郡
玖
珠
町
及
び
玖
珠
郡
九
重
町
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
７８条

第
２
号
に

規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

認
め
る
事
項

日
田
バ
ス
株
式
会
社
、
玖
珠
観
光
バ
ス
株
式
会
社
及
び
大
交
タ
ク
シ
ー
有
限
会
社
と
玖
珠
郡
玖
珠
町
及

び
玖
珠
郡
九
重
町
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表

一
二

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
四
月
一
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

㈡

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈢

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈣

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

㈤

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

㈥

六
の
１
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

し
て
い
な
い
者

２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
基
準
日
及
び
基
準
年
度
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期

か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の
決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合

は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
決
算
時
の
実
績
に
お
い
て
、
知

事
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

㈠

経
営
規
模

ア

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

イ

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数

値
を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

㈡

技
術
者
等
要
員
の
構
成
（
基
準
日
に
お
け
る
入
札
参
加
資
格
の
取
得
を
希
望
す
る
業
務
の
実
施
に

必
要
な
要
員
の
状
況
を
い
う
。
）

㈢

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
体
制
（
基
準
日
に
お
け
る
保
管
デ
ー
タ
の
管
理
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に
必

要
な
対
策
の
状
況
を
い
う
。
）

㈣

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
入
手
、
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
企
画
管
理
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
〇
七
八

３

申
請
の
時
期

令
和
四
年
四
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
金
）
ま
で
と
す
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
、
同
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の

登
録
基
準
年
（
平
成
十
六
年
及
び
同
年
以
後
の
二
年
ご
と
の
年
）
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五

申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.pref.oita.jp/soshiki/14250/sannkashikaku.htm

l

六

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
入
札
参
加
資
格
を
停
止
し
た
時

か
ら
三
年
以
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

㈠

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
（
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
（
㈣
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢

審
査
申
請
書
、
承
継
承
認
申
請
書
、
変
更
申
請
書
又
は
変
更
届
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚

偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

㈣

休
業
若
し
く
は
廃
業
の
届
出
又
は
登
録
さ
れ
た
開
発
業
務
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２

知
事
は
、
１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参

加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

大
分
県
警
察
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
機
器
等
賃
貸
借
契
約

二

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

令
和
四
年
四
月
一
日

一
三

大
分
県
報
（
公
告
）



１

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

㈡

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
者

㈢

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

し
て
い
な
い
者

㈣

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈡

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年

度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

㈢

経
営
規
模

イ

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

ロ

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

㈣

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

う
。
）

㈤

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
）
（
物
品
の
製

造
、
印
刷
及
び
修
理
等
の
請
負
を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

㈥

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三

競
争
入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
競
争
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

３

申
請
の
時
期

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

２

更
新
手
続

令
和
四
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
（
令
和
四
年
七
月
に
申
請
受
付
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2020.htm
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六

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が

必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

㈢

資
格
審
査
の
申
請
書
（
変
更
届
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載

し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

㈣

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

一
四

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
四
月
一
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

場
合

２

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
事
由
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
４
年
４
月
１
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
業
務
名

大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
・
機
器
に
係
る
開
発
及
び
運
用
保
守
支
援
業
務

⑵
委
託
期
間

令
和
４
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３１日

ま
で

⑶
業
務
実
施
場
所

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
等

２
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

こ
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
に
限
り
入
札
参
加
を
認
め

る
。
⑴
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑵
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑶
こ
の
調
達
に
係
る
仕
様
書
に
基
づ
き
、
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
令
和
４
年
４
月
２５日

（
月
）
午
後
５
時
ま
で
に
入
札
参
加
申
請
を
行
い
、
入
札
参
加
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
・
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。

⑸
「
大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
・
機
器
に
係
る
開
発
及
び
運
用
保
守
支
援
業
務
に
係
る
仕
様
書
」
に
規
定

す
る
技
術
員
を
確
保
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
技
術
員
経
歴
書
（
様
式
１
－
１
、
１
－
２
、
１

－
３
、
１
－
４
）
を
提
出
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
個
人
情
報
を
安
全
管
理
す
る
能
力
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
付
与
を
認
定
さ
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
相
当
の
個
人
情
報
保
護
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
・
維

持
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
当
該
調
達
予
定
役
務
又
は
こ
れ
と
同
等
の
役
務
に
係
る
契
約
履
行
実
績
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
者

で
あ
る
こ
と
。

⑻
⑸
か
ら
⑺
ま
で
を
証
明
す
る
書
類
を
令
和
４
年
４
月
２５日

（
月
）
午
後
５
時
ま
で
に
提
出
し
、
参
加

承
認
を
受
け
た
も
の

⑼
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
の
間
に
、
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

２
⑵
に
掲
げ
る
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
次
に
掲
げ
る
時
期
及
び
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

⑴
申
請
の
時
期

令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）
か
ら
同
月
１５日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
申
請
書
類
の
入
手
場
所
及
び
提
出
先

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
企
画
管
理
班

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

電
話

０９７－
５０６－

２０７８
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.pref.oita.jp/soshiki/14250/sannkashikaku.htm

l
４
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援
班

令
和
四
年
四
月
一
日

一
五

大
分
県
報
（
公
告
）



５
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所
大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援
班

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

電
話

０９７－
５０６－

２０７８
⑵
日
時
令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）
か
ら
同
月
２５日

（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

６
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
日
時

５
に
同
じ
。

７
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

８
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援
班

⑵
提
出
期
限
令
和
４
年
５
月
１２日

（
木
）
午
前
９
時
時
間
厳
守

９
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
金
額
の
入
力
期
限

物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
次
の
期
間
に
入
札
金
額
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

紙
に
よ
る
入
札
を
行
う
者
は
事
前
に
５
⑴
の
場
所
に
報
告
す
る
こ
と
。
報
告
を
行
っ
た
者
は
５
⑴
の
場
所

へ
次
の
期
間
中
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

期
間
自
令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）
午
前
９
時

至
令
和
４
年
５
月
１２日

（
木
）
午
前
９
時

１０
物
品
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
開
札

開
札
予
定
日
時
令
和
４
年
５
月
１２日

（
木
）
午
前
１０時

１１
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
開
札
場
所
大
分
県
庁
舎
本
館
４１会

議
室

⑵
日

時
令
和
４
年
５
月
１２日

（
木
）
午
前
１０時

⑶
再
度
入
札
開
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７

条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。

１２
入
札
保
証
金

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９年

大
分
県
規
則
第
２２号

）
第
２０条

第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
免

除
す
る
。

１３
契
約
保
証
金

大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
５
条
第
３
項
第
９
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

１４
入
札
の
無
効

大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
２７条

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１５
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１６
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
有
効
な
入
札
書
で
、
大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
２３条

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲

内
の
価
格
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

⑵
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
る
落
札
者
決
定
を

行
う
。
こ
の
場
合
、
当
該
入
札
者
が
く
じ
を
引
か
な
い
と
き
は
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員

に
代
わ
り
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

１７
そ
の
他

こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
。

１８
Sum

m
ary

⑴
Business

content
Softw

are
developm

entand
operation

support,etc.
Com

puter
operation

⑵
Contractperiod
From

June
1,2022

to
M
arch

31,2023
⑶
W
ork
location

3－
1－
1
O
hte-m

achi,O
itacity,O

ita
PrefecturalGeneralA

ffairs
D
epartm

ent
Govern-

m
entSystem

Electronization
O
ffice

⑷
Bidding

date
10：
00
a.m
.M
ay
12,2022

⑸
M
anagem

entBureau
A
ddress

一
六

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
四
月
一
日
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調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
四
年
十
月
二
十
九
日
（
土
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

２

場
所

第
一
会
場

大
分
商
工
会
議
所

大
分
市
長
浜
町
三
丁
目
十
五
番
十
九
号

第
二
会
場

ソ
レ
イ
ユ
（
一
般
社
団
法
人
大
分
県
労
働
福
祉
会
館
）

大
分
市
中
央
町
四
丁
目
二
番
五
号

二

受
験
資
格

次
の
学
歴
及
び
職
歴
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
者

１

学
歴

㈠

中
学
校
卒
業
以
上
の
者

㈡

旧
制
国
民
学
校
高
等
科
の
修
了
者
、
旧
制
中
学
校
二
年
の
課
程
の
修
了
者
又
は
調
理
師

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ

れ
ら
の
者
と
同
等
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

職
歴

調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
左
記
施
設
で
二
年
以
上
調
理
業
務
に
従
事
し
た
者

㈠

飲
食
店
営
業
（
旅
館
・
簡
易
宿
泊
所
を
含
む
。
喫
茶
店
営
業
を
除
く
。
）

㈡

魚
介
類
販
売
業
（
販
売
の
み
は
除
く
。
）

㈢

そ
う
ざ
い
製
造
業
（
煮
物
（
つ
く
だ
煮
を
含
む
。
）・
焼
物
（
炒
め
物
を
含
む
。
）・
揚

げ
物
・
蒸
し
物
・
酢
の
物
又
は
あ
え
物
を
製
造
す
る
営
業
）

㈣

複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
（
そ
う
ざ
い
に
米
飯
や
パ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た
食
品
を
製
造

す
る
営
業
）

㈤

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
の
給
食
施
設
（
継
続
し
て
一
回
二
十
食
以
上
又
は
一
日
五
十

食
以
上
の
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
）

三

試
験
科
目

公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
栄
養
学
、
食
品
衛
生
学
、
調
理
理
論
、
食
文
化
概
論

四

提
出
書
類

１

受
験
申
請
書

２

受
験
票
・
写
真
台
帳

３

受
験
手
数
料
の
領
収
証
書

４

受
験
票
送
付
用
封
筒

５

卒
業
証
明
書

６

調
理
業
務
従
事
証
明
書

７

印
鑑
登
録
証
明
書
又
は
印
鑑
証
明
書
（
該
当
者
の
み
）

８

戸
籍
抄
本
等
（
該
当
者
の
み
）

※
発
行
後
六
月
以
内
の
も
の

９

国
籍
等
表
示
の
あ
る
住
民
票
（
外
国
籍
の
方
の
み
）

１０

卒
業
証
明
書
と
そ
の
日
本
語
訳
（
外
国
の
学
校
で
九
年
以
上
の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

１１

学
力
認
定
書
（
日
本
の
外
国
人
学
校
を
卒
業
し
た
場
合
及
び
外
国
に
お
け
る
学
校
教
育
が
九
年
未
満

の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

五

受
験
手
続

受
験
に
必
要
な
書
類
を
、
令
和
四
年
五
月
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の

期
間
に
、
左
記
提
出
先
に
「
簡
易
書
留
」
で
郵
送
す
る
こ
と
。

提
出
先

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

調
理
師
試
験
担
当

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
―
八
―
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階

電
話
番
号

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
一
五

六

受
験
手
数
料
及
び
納
入
方
法

１

受
験
手
数
料

六
千
二
百
円

２

納
入
方
法

受
験
案
内
に
同
封
さ
れ
て
い
る
払
込
取
扱
票
に
よ
り
、
期
間
内
に
金
融
機
関
で
納
め

る
こ
と
。

七

合
格
者
の
発
表

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時

県
庁
舎
本
館
一
階
県
政
展
示
ホ
ー
ル
及
び
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
二

階
掲
示
板
に
合
格
番
号
を
掲
示
し
、
合
格
者
に
は
合
格
通
知
書
を
郵
送
す
る
。

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す

る
。な

お
、
電
話
に
よ
る
合
否
の
確
認
及
び
回
答
は
行
わ
な
い
。

八

試
験
及
び
試
験
結
果
の
開
示
に
関
す
る
問
合
せ
先

O
ita
Prefectural

General
A
ffairs

D
epartm

ent
Governm

ent
System

Electronization
O
ffice
3－
1－
1
O
hte-m

achi,O
ita
city

870－
8501

T
EL
097－

506－
2078

令
和
四
年
四
月
一
日

一
七

大
分
県
報
（
公
告
）
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役

名

氏

名

住

所

理

事

髙

山

幸

人

大
分
市
大
字
田
原
一
〇
〇
三
番
地

〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
〰
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種

類

対

象

者

網
猟
免
許
試
験

銃
器
及
び
わ
な
使
用
以
外
の
方
法
で
狩
猟
を
行
う
者

わ
な
猟
免
許
試
験

わ
な
を
使
用
し
て
狩
猟
を
行
う
者

第
一
種
銃
猟
免
許
試
験

銃
器
を
使
用
し
て
狩
猟
を
行
う
者

第
二
種
銃
猟
免
許
試
験

空
気
銃
又
は
圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す
る
銃
器
を
使
用
し
て
狩
猟
を
行
う
者

受
験
対
象
者

試
験
区
分

日

時

場

所

大
分
県
東
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

国
東
市
国
東
町
安
国
寺

大
分
県
国
東
総
合
庁
舎

大
分
県
中
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
分
市
大
手
町

大
分
県
庁
舎
本
館

大
分
県
南
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

佐
伯
市
長
島
町

大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎

大
分
県
豊
肥
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手

大
分
県
竹
田
総
合
庁
舎

大
分
県
西
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

日
田
市
城
町

大
分
県
日
田
総
合
庁
舎

大
分
県
北
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺

大
分
県
宇
佐
総
合
庁
舎

受
験
対
象
者

試
験
区
分

日

時

場

所

大
分
県
東
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

国
東
市
国
東
町
安
国
寺

大
分
県
国
東
総
合
庁
舎

大
分
県
中
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
分
市
大
手
町

大
分
県
庁
舎
本
館

大
分
県
南
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

佐
伯
市
長
島
町

大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

調
理
師
試
験
担
当

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
―
八
―
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階

電
話
番
号

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
一
五
（
平
日
九
時
か
ら
十
七
時
ま
で
）

Ｆ
Ａ
Ｘ

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
六
八

大
分
県
福
祉
保
健
部
健
康
づ
く
り
支
援
課
管
理
・
疾
病
対
策
班

住
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号

（
〇
九
七
）
五
〇
六
―
二
六
六
三

Ｆ
Ａ
Ｘ

（
〇
九
七
）
五
〇
六
―
一
七
三
五

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
享
保
井
路

土
地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
の
種
類
及
び
対
象
者

二

試
験
の
日
時
、
場
所
等

１

第
一
回
試
験

㈠

第
一
種
銃
猟
免
許
試
験

㈡

わ
な
猟
免
許
試
験

一
八

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
四
月
一
日



大
分
県
豊
肥
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手

大
分
県
竹
田
総
合
庁
舎

大
分
県
西
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

日
田
市
城
町

大
分
県
日
田
総
合
庁
舎

大
分
県
北
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

六
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺

大
分
県
宇
佐
総
合
庁
舎

受
験
対
象
者

試
験
区
分

日

時

場

所

大
分
県
東
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

国
東
市
国
東
町
安
国
寺

大
分
県
国
東
総
合
庁
舎

大
分
県
中
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

大
分
市
大
手
町

大
分
県
庁
舎
本
館

大
分
県
南
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

佐
伯
市
長
島
町

大
分
県
佐
伯
総
合
庁
舎

大
分
県
豊
肥
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手

大
分
県
竹
田
総
合
庁
舎

大
分
県
西
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

日
田
市
城
町

大
分
県
日
田
総
合
庁
舎

大
分
県
北
部
振
興
局
管
内
に

住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

八
月
六
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺

大
分
県
宇
佐
総
合
庁
舎

受
験
対
象
者

試
験
区
分

日

時

場

所

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

十
月
一
日
（
土
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

大
分
市
大
手
町

大
分
県
庁
舎
本
館

受
験
対
象
者

試
験
区
分

日

時

場

所

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

知
識
試
験

適
性
試
験

技
能
試
験

十
月
二
日
（
日
）
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

大
分
市
大
手
町

大
分
県
庁
舎
本
館

２

第
二
回
試
験

㈠

わ
な
猟
免
許
試
験

３

第
三
回
試
験

㈠

第
一
種
銃
猟
免
許
及
び
第
二
種
銃
猟
免
許
試
験

㈡

網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
試
験

三

狩
猟
免
許
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

１

受
付
期
間

㈠

第
一
回
試
験

令
和
四
年
六
月
六
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を

除
く
。
電
子
申
請
期
間
は
令
和
四
年
五
月
二
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
五
日
（
日
）
ま
で
。

㈡

第
二
回
試
験

令
和
四
年
七
月
十
三
日
（
水
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
電
子
申
請
期
間
は
令
和
四
年
六
月
二
十
九
日
（
水
）
か
ら
同
年
七
月
十
二
日

（
火
）
ま
で
。

㈢

第
三
回
試
験

令
和
四
年
九
月
十
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
祝
日
を
除
く
。
電
子
申
請
期
間
は
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
十
一
日

（
日
）
ま
で
。

２

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
（
電
子
申
請
は
二
十
四
時
間
可
能
）

四

受
験
手
続

紙
申
請
と
電
子
申
請
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
申
請
す
る
こ
と
。

電
子
申
請
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
掲

載
す
る
。

受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
（
網
猟
免
許
、
わ
な
猟
免
許
、
第
一
種
銃
猟
免
許
及
び
第
二
種
銃

猟
免
許
）
ご
と
に
狩
猟
免
許
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
、
原
則
と
し
て
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

令
和
四
年
四
月
一
日

一
九

大
分
県
報
（
公
告
）



試
験
区
分

内

容

知
識
試
験

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
筆
記
試
験

適
性
試
験

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

技
能
試
験

猟
具
の
取
扱
い
、
距
離
の
目
測
（
網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
試
験
を
除
く
。
）
及
び
鳥
獣

の
判
別

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

振
興
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令

第
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
書
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
銃
砲
の
所
持
許
可
を
現
に

受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
所
持
許
可
証
の
写
し
）

一
部

２

写
真

一
葉
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
し
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮

影
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

３

返
信
用
封
筒
（
八
十
四
円
切
手
を
貼
り
付
け
、
宛
先
を
明
記
し
た
も
の
）

４

住
民
票
（
個
人
番
号
の
記
載
の
な
い
も
の
又
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
）
一
通
又
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
写
し

五

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

六

受
験
票

１

狩
猟
免
許
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
者
に
受
験
票
を
送
付
す
る
。

２

試
験
当
日
は
、
必
ず
受
験
票
を
持
参
す
る
こ
と
。

七

試
験
の
内
容

注
１

既
に
狩
猟
免
許
を
受
け
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
他
の
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
知
識
試
験
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
並

び
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
筆
記
試
験
を
免
除
す
る
。

２

技
能
試
験
は
、
知
識
試
験
及
び
適
性
試
験
の
い
ず
れ
に
も
合
格
し
た
者
に
対
し
て
行
う
。

３

試
験
当
日
欠
席
し
た
者
（
三
十
分
以
上
遅
刻
し
た
者
を
含
む
。
）
に
対
す
る
再
試
験
等
は
一
切
行
わ

な
い
。
ま
た
、
受
験
票
は
あ
ら
か
じ
め
記
載
さ
れ
た
期
日
の
試
験
の
み
有
効
と
す
る
。

４

災
害
そ
の
他
次
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
、
狩
猟
免
許
の
有
効
期
間
内
の
更
新
を
受
け

な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
そ
の
事
由
に
該
当
す

る
者
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
事
由
が
や
ん
だ
日
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
振
興
局
へ

狩
猟
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
技
能
試
験
及
び
知
識
試
験
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

海
外
旅
行
を
し
て
い
た
こ
と
。

㈡

病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
て
い
た
こ
と
。

㈢

法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

㈣

社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
緊
急
の
用
務
が
生
じ
て
い
た
こ
と
。

八

狩
猟
免
状
の
交
付

狩
猟
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

１

不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
又
は
各
振
興
局
農
山
漁
村
振
興

部
若
し
く
は
農
山
村
振
興
部
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２

狩
猟
免
許
申
請
書
は
、
各
振
興
局
に
備
付
け
の
用
紙
を
使
用
す
る
こ
と
。

３

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
や
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
外
出
自
粛
要
請
等

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
や
会
場
の
変
更
な
ど
を
行
う
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
掲
載
す
る
の
で
、
適
宜
確
認
す
る
こ
と
。

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
４
年
４
月
１
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

大
分
県
警
察
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
機
器
等
賃
貸
借
契
約

⑵
借
入
期
間

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１０年

２
月
２９日

ま
で
（
６０か

月
）

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２３４条

の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
）

⑶
納
入
場
所

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

２
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

こ
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
に
限
り
入
札
参
加
を
認
め

る
。

二
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
四
月
一
日



⑴
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑵
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑶
こ
の
調
達
に
係
る
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
こ
の
公
告
の
日
か
ら
７
の
⑵
に
掲
げ
る
開
札
の
日
時
ま
で
の
間
に
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る

者
に
対
す
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
等
の
購
入
契

約
等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑹
納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
等
の
機
器
等
リ
ス
ト
を
令
和
４
年
５
月
１１日

（
水
）
午
後
５
時
４５分

ま
で

に
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
に
提
出
し
、
精
査
を
受
け
、
回
答
を
受
け
た
者

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
申
請
の
時
期

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
同
月
２８日

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑵
申
請
書
類
の
入
手
場
所

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2020.htm

l）
よ

り
申
請
書
類
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
又
は
⑶
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

⑶
申
請
書
類
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７－
５０６－

２９５７
４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

〒
８７０－

８５０２
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７－
５３６－

２１３１
内
線

２６１３
⑵
日
時
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
５
月
１１日

ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
４５分

ま
で

５
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

６
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
係

⑵
提
出
期
限
令
和
４
年
５
月
２０日

（
金
）
午
前
１０時

。
た
だ
し
、
郵
送
（
書
留
郵
便
）
の
場
合
は
、

同
月
１９日

（
木
）
午
後
５
時
４５分

ま
で
に
必
着
す
る
こ
と
。

７
競
争
入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
場

所
大
分
県
庁
舎
新
館
１０階

会
議
室

⑵
日

時
令
和
４
年
５
月
２０日

（
金
）
午
前
１０時

⑶
再
度
入
札
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

１６７条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
度

の
入
札
は
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
全
て
が
立
ち
会
っ
て
い
る
場
合
は
直
ち
に
そ
の

場
で
、
郵
便
に
よ
る
入
札
を
含
む
場
合
は
別
に
定
め
る
場
所
及
び
日
時
に
行
う
も
の
と
す

る
。

８
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

免
除
す
る
。

９
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
１００分

の
１０以

上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

令
和
四
年
四
月
一
日

二
一

大
分
県
報
（
公
告
）



⑵
過
去
２
年
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
数
回
以
上
に

わ
た
っ
て
締
結
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
将
来
契
約
を
履
行
し
な
い

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

１０
無
効
入
札
に
関
す
る
事
項

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９年

大
分
県
規
則
第
２２号

）
第
２７条

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１１
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１２
入
札
説
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
項

⑴
交
付
場
所

４
の
⑴
に
同
じ
。

⑵
交
付
日
時

４
の
⑵
に
同
じ
。

１３
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
入
札
説
明
書
別
紙
「
提
案
書
評
価
基
準
」
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
提
案
内
容
の
評
価
に
応
じ
て
上
限

の
範
囲
内
で
加
点
し
、
技
術
点
（
３００点

満
点
）
と
す
る
。

⑵
入
札
価
格
に
つ
い
て
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
、
価
格
点
（
１００点

満
点
）
と
す
る
。

価
格
点
＝
満
点
の
価
格
点
（
１００点

）
×
（
１
－
入
札
価
格
／
予
定
価
格
）

⑶
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
者
の
う
ち
、
「
提
案
書
評
価
基
準
」
の
各
項
目
の
全
て
に
つ
い
て

基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
技
術
点
と
価
格
点
の
合
計
点
が
最
も
高
い
も
の
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
。

ア
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
落
札
者
と

な
る
べ
き
者
の
当
該
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合

し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
入
札
し
た
者
の
う

ち
、
合
計
点
が
次
に
高
い
も
の
を
落
札
者
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

⑷
落
札
と
な
る
べ
き
合
計
点
数
の
最
も
高
い
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引

か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す

る
。

１４
入
札
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
係

〒
８７０－

８５０２
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７－
５３６－

２１３１
内
線

２２６３
１５

特
約
事
項

こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
２３４条

の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
た
め
、

契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額

又
は
削
減
が
あ
っ
た
場
合
は
、
契
約
の
相
手
方
と
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。

１６
そ
の
他

⑴
２
の
⑸
に
掲
げ
る
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が

あ
る
。

⑵
そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

⑶
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

１７
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⑴
N
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